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光栄保育園 入園のしおり 

（重要事項説明書） 

 
 

（１）運営主体 

名   称 社会福祉法人 和順福祉会 

所 在 地 鹿児島県南九州市頴娃町別府3684番地3 

電話番号 0993－38－1904 

代表者氏名 理事長 佐藤昭文 

  

（２）施設の概要 

種   別 保育所 

名   称 光栄保育園 

所 在 地 鹿児島県南九州市頴娃町別府3684番地3 

連 絡 先 Tel 0993－38－1904    Fax 0993－26－4949 

施設長氏名 佐藤麻弥 

開設年月日 昭和61年6月10日 

利用定員 
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 

２名 ３名 ３名 ４名 ４名 ４名 ２０名 

当園の目的及び運営方

針並びに基本理念 
・当園は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、適正な保育

の提供を行うことにより、児童の健やかな成長を図ることを目的としま

す。 

・当園は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）及び子ども・子育て

支援法（平成24年法律第65号）その他関係法令を遵守して運営します。 

・当園は、入所する子どもの最善の利益を考慮し、子どもの状況や発達
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過程を踏まえ、養護および教育を一体的に行います。 

・当園は、子どもの生活リズムを大切にし、健康・安全で情緒の安定し

た生活ができる環境、自発的・意欲的に関われるような環境を整えます。 

・当園は、子どもの発達について理解し、個人差に十分配慮しながら一

人ひとりの発達過程に応じて保育します。 

・当園は、豊かな宗教的情操教育の中で心身の調和的発達を図り、一人

ひとりの乳幼児が幸せな生活のできるいしずえを築きます。 

 

（３）施設の概要 

敷  地 敷地全体 ２９８３㎡ 園  庭 １０００㎡ 

園  舎 構    造 鉄筋１階・地階 延  べ ５１３．１６㎡ 

 

（４）主な設備の概要 

設   備 部 屋 数 備     考 

乳児・ほふく室 １ ３７．４５㎡ 

保育室・遊戯室 ３ １４７．９５㎡ 

調理室 １ ２７．５８㎡ 

医務室 １ １５．４６㎡ 

事務室 １ ５６．８㎡ 

地域交流室 １ ４０．４１㎡ 

 

（５）職員体制 

職   種 勤務形態 配置人数 職 務 内 容 

園   長 常勤専従 1名 職員及び業務の管理、職員の指導監督等 
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主任保育士 常勤専従 1名 保育士の統括、地域子育て支援等 

保 育 士 
常勤専従 

非常勤専従 

最低基準上の

職員定数 

保育の提供、保護者への連絡等 

調 理 員 
常勤専従 

非常勤専従 

最低基準上の

職員定数 

献立作成、栄養事務管理、給食材料の購入・受払に

関する事項、調理の実施 

その他の職員 常勤専従 1名 園長の命ずる事項（事務、保育補佐） 

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日 

【2号・3号認定こども】 

 

 （７）利用料等 

 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 
保育標準時間   午前7時～午後6時 

保育短時間    午前9時～午後5時 

延長保育 
保育標準時間   午後6時～午後7時 

保育短時間     午前7時～午前9時 

午後5時～午後7時 

開所時間 午前7時～午後7時 

休業日 日曜日・祝日  年末年始（12月29日～1月3日）  年度末 

月額保育料 子どもが居住する市町村が定める利用料 

副食費（おやつ込） 4,900円（市町村が決定した徴収対象者） 

延長保育料 

◎保育標準時間  午後6時１５分～午後7時まで50円 

◎保育短時間     

午前7時～午前9時まで15分ごとに50円 

午後5時～午後7時まで15分ごとに50円 

一時預かり料 
1日あたり2,000円（給食・おやつ含む）   半日あたり1,000円 

ただし給食を利用すると半日でも2,000円 
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（８）提供する特定教育・保育の内容 

・当園は、保育所保育指針（平成20年3月28日厚生労働省告示１４１号）に基づき、子ども一

人ひとりの心身の状況に応じて、教育・保育その他便宜の提供を行います。 

・当園は上記の提供に加え以下に掲げる事業を実施します。 

（１）延長保育事業 

（２）一時預かり事業（本園に入園前のならし保育） 

 

（９）年間行事予定 

月 行   事   内   容 

4月 進級式、保護者会総会、内科健診 

5月 こいのぼりパーティー、運動会 

6月 歯科検診・歯みがき指導教室、お楽しみ遠足、陶芸教室 

7月 プール開き、サマーキャンプ、石垣六月灯 

8月 サマーパーティー、プール納め 

9月  

10月 親子遠足、別府小学校運動会・別府区民大運動会（5歳児参加） 

11月 頴娃文化祭舞台発表、職場訪問 

12月 お遊戯会、こども忘年会 

1月 凧あげ大会 

2月 わくわくカーニバル、親子陶芸教室（5歳児） 

3月 ひなまつりパーティー、お別れ遠足、お別れパーティー、卒園式、修了式 

毎 月 

合同礼拝、本堂参拝、バレエ教室、消火避難訓練、誕生会 

食育の日（手作り弁当、クッキング、野菜づくりなど）、移動図書館貸出 
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（１０）利用の開始及び終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項 

利用者の決定 市が行う利用調整による 

退園理由 ・2号、3号認定こどもに該当しなくなったとき（卒園を含む） 

・保護者から退園の申し出があったとき 

・利用継続が不可能であると市が認めたとき 

・その他、利用継続の重大な支障または困難が生じたとき 

利用にあたって

の留意事項 

 

・登園は８時４５分までにお願いします。８時４５分を過ぎる場合は、必ず園

にご連絡ください。欠席の場合は、必ず８時３０分までにお願いします。 

・原則として、保育時間内でのお迎えをお願いします。緊急の場合でお迎えが

遅れたり、延長保育を利用される場合は１７時３０分までにご連絡ください。 

・園児だけでの登園・降園は危険が伴いますので、必ず保護者の方が同伴して

ください。 

・すべての持ち物にはっきりと名前を書いて下さい。 

・手拭用タオルを中央にひもで輪を付けて、毎日持たせてください。ちゅうり

っぷ組はお口拭きタオルもお願いします。 

・お昼寝時に冬は毛布、夏はタオルケットまたはバスタオルを使用します。週

末に持って帰りますのでお洗濯をしてください。 

・歯ブラシ、コップ、箱ティッシュに名前を書いて持たせてください。 

・毎日、タオル・歯ブラシ・コップを持って帰りますので、必ず洗って次の日

に持たせてください。 

・履物は活動しやすいものをご準備ください。 

・昼食は完全給食です。3 歳以上児は自分のお箸を使いますので、名前を書い

て持たせてください。 

・必要な連絡事項は全て園だより、給食献立予定表でお知らせします。 
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・毎朝、お子さんの体温を測り、体調も含めて健康チェック票に記入してくだ

さい。 

・集団生活ですので、感染症が他のお子さんに及ぼす影響を考慮して頂き、早

めに医療機関を受診して休ませてください。回復後は感染の恐れのないことを

確認してから登園してください。 

・投薬の必要なお子さんは、できるだけご家庭で投薬してください。どうして

も保育園での投薬を希望される方は、１回分だけのお薬と「投薬依頼書」を提

出してください。 

 

（１１）嘱託医 

医療機関 青木医院 

医院長名 青木伸一 

所在地 鹿児島県南九州市頴娃町別府317 

電話番号 0993－38－0009 

 

（１２）嘱託歯科医 

医療機関 うえむら歯科医院 

医院長名 上村典久 

所在地 鹿児島県南九州市頴娃町別府629‐1 

電話番号 0993－38－1157 

 

（１３）緊急時における対応方法 

 当園は、保育の提供を行っている時に、利用子どもに病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速

やかに利用子どもの家族等に連絡するとともに、嘱託医または利用子どもの主治医に連絡する等、必要な

措置を講じます。 
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（１４）非常災害対策 

防火管理者 佐藤麻弥 

消防計画届出年月日 令和６年７月１２日 

避難訓練 ・避難及び消火を想定した訓練を月1回実施します。 

・火災以外の災害（地震、台風、水害、津波）を想定した訓練を行います。 

・年2回消防署の指導をうけます。 

防災設備 ・消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。 

避難場所 ・えい秀峰園  別府2796‐1   Tel 38－0167 

緊急時の連絡手段 ・自治会放送 

 

（１５）相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情受付担当者 佐藤泰子 南九州市頴娃町別府２７６３  Ｔｅｌ ３８－０００６ 

相談・苦情解決責任者 佐藤麻弥 南九州市頴娃町別府２７６３  Ｔｅｌ ３８－０００６ 

第三者委員 山本森満 南九州市頴娃町別府２８９７  Ｔｅｌ ３８－０５１９ 

第三者委員 濵田純一 南九州市頴娃町別府２３７   Ｔｅｌ ３８－０１９７ 

 

【要望・苦情等への対応方法】 

・当園は、提供した保育に関する子どもまたは保護者、その他の子どもの家族からの苦情に迅速

かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じます。 

・当園は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録します。 

・当園は、その行った援助に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行います。 
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（１６）賠償責任保険等の加入状況 

 以下の保険に加入しています。 

保険の種類 保育園賠償責任保険 

保険の内容 （契約者）保育園 （被保険者）園児 （受取人）保護者 

保険の金額 2,000万円 

 

保険の種類 独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰの災害共済給付 

保険の内容 
園の管理下において園児が災害にあった場合、その治療費や 

見舞金の給付を保護者へ支給 

共済掛金（年額） 保育園負担額 155円、保護者負担額 210円 

 

（１７）個人情報の取り扱い 

・当園の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども又はその家族の秘密

を漏らしません。 

・当園は、職員であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た子ども又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。 

・当園は、小学校、他の教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関

に対して、子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該子どもの保護者の

同意を得ておくものとします。 

 

（１８）虐待の防止のための措置に関する事項 

・当園は、子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。 

（１） 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制を整備します。 

（２） 職員による利用子どもに対する児童福祉法第３３条の１０号に掲げる行為その他子ども
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の心身に有害な影響を与える行為を禁止します。 

（３） 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修を実施します。 

（４） その他虐待防止のために必要な措置を講じます。 

・当園は、保育の提供中に、当園の職員又は養育者（保護者等利用子どもを現に養育する者）に

よる虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法

律の規定に従い、児童相談所等適切な機関に通告します。 

 

（１９）安全対策と事故防止 

・当園は安全かつ適切に、質の高い保育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策

定し、事故を防止するための体制を整備します。 

・事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施します。 

・当園は、アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき適切な対応に努めます。 

・当園は、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するとともに、事故発生の原因

を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じます。 

・事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、死亡事故、治療に要する期間が３

０日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故については、市町村の所轄課にも報告します。 

 

（２０）健康管理・衛生管理 

・当園では、子どもに対して利用開始時の健康診断及び少なくとも年に２回の定期健康診断及び

臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて実施します。 

・当園は感染症または食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症

対策ガイドライン」の手引きに則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努め

ます。 
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（２１）その他 

・当園は、保育の提供にあたり、子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の教育・保育

施設等の利用状況等の把握に努めるものとします。 

・当園は、保育の提供の終了に際し、小学校、特定教育・保育施設その他関係機関との密接な連

携に努めます。 

・当園は、常に子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、子ども又は

その保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他援助を行います。 

・当園は、子どもの国籍、信条、社会的身分又は保育の提供に要する費用を負担するか否かによ

って、差別的扱いはしません。 

・当園は、園の運営にあたり、地域の住民や機関等との連携及び協力を行う等、地域との交流に

努めます。 

・当園は、自らその提供する保育の質の評価を行い、常にその改善を図ります。 

・当園は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備します。また、子どもの保育に関する記録

を整備し、その完結の日から５年間保存します。 
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学校保険安全法施行規則第１８条における感染症の種類について 
（最終改正：令和５年５月現在） 

 

第一種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッ

サ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARS
コロナウイルスであるものに限る。）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERS
コロナウイルスであるものに限る。）及び特定鳥インフルエンザ（感染症法第６条第３項第６号に

規定する特定鳥インフルエンザをいう。） 
※ 上記に加え、感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規

定する指定感染症、及び同条第９項に規定する新感染症は、第一種の感染症とみなされます。 

第二種 

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く）、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水

痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイル

ス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）、結核及び侵襲性髄膜炎菌感染症（髄膜

炎菌性髄膜炎） 

第三種 
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性

出血性結膜炎その他の感染症 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第6条第7
項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、及び新感染症は、第一

種の感染症とみなす 

 
 

≪おもな感染症および登園のめやす≫ 

病   名 潜伏期間 感染期間 主な症状 登園のめやす 

１ インフルエンザ １～４日 感染後約10日 

発熱，疲労感，咳，頭痛，

のどの痛み，鼻水，筋肉痛

など 

発症後5日を経過し、かつ

解熱後３日を経過するま

で 

２ 
新型 

コロナウイルス 
２～７日 

感染前2日～ 

感染後約10日 

発熱，疲労感，咳，頭痛，

のどの痛み，下痢や腹痛，

味覚・嗅覚障害など 

発症後5日を経過し、かつ

症状が軽快した後１日を

経過するまで 

２ 
水  痘 

（水ぼうそう） 
２～３週間 

発疹が出現する

1～2 日前から発

疹がかさぶたに

なるまで 

熱がでることもでないこ

ともあるが，かゆみが強

く，赤い丘疹→水疱→膿疱

→かさぶた 

すべての発疹がかさぶた

になるまで 

３ 
流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 
14～24日 

発病の数日前か

ら耳下腺のはれ

がひくまでの 7

～10日 

耳下腺がはれる，発熱，頭

痛，食欲不振，耳が痛い 

耳下腺のはれがなくなっ

てから 

４ 
麻  疹 

（はしか） 
８～12日 

発熱出現1～2日

前から発疹出現

後の4日間 

38～39 度の発熱ではじま

り，鼻水，咳，目やに。熱

が一時下がる頃から口の

中のほおの内側に，小さな

白い水疱が数個から数十

個できる（コブリック斑） 

発疹に伴う熱が下がった

後，3日経過し元気なとき 
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５ 
風  疹 

（三日ばしか） 
２～３週間 

発疹出現の前 7

日から発疹出現

後7日間まで 

発疹は淡紅色の細かいも

ので，全身に広がる。 

経熱，リンパ腺腫大 

発疹が消えてから 

６ 
咽頭結膜炎 

（プール熱） 
２～14日 

咽頭から2週間 

糞便から数週間

排泄される 

急な高熱（39～40度）， 

のどのはれ，痛み，リンパ

節がはれる，結膜炎，  

熱が下がり，咽頭痛，結膜

炎がなくなった後2日経過

してから 

７ ヘルパンギーナ ３～６日  
急な高熱（39度前後）， 

咽頭痛，咽頭に水疱 

熱が下がり，食事も十分に

できて元気なとき 

８ 溶連菌感染症 ２～７日 
潜伏期後半～発

症後約7日間 

発熱，咽頭痛，扁桃腺炎 

苺舌，頸部リンパ節炎， 

全身に発疹 

熱が下がり、有効な抗生物

質を 2～3 日間内服できて

から 

９ 突発性発疹 約10日 
発熱中は感染力

がある 

高熱，3～4 日後に全身に

発疹 

解熱後１日以上経過し全

身状態が良いこと 

10 手足口病 ３～６日  
手足口に赤斑→水疱，感冒

様症状 

熱もなく全身状態がよけ

れば登園可。 

11 
伝染性紅斑 

（りんご病） 
４日～14日 

かぜ症状発現か

ら顔に発しんが

出現するまで 

軽いかぜの症状を示した

後、顔面赤斑とくに頬部の

赤斑性発疹 

発症したときはすでに感

染力がないので，元気がよ

ければ登園可 

12 

感染性胃腸炎 

（ロタウイルス、

ノロウイルス、ア

デノウイルス等） 

ﾛﾀｳｲﾙｽは 

１～3日 

ﾉﾛｳｲﾙｽは 

12～48時間 

症状のある時期

が主なウイルス

排泄期間 

（量は減少して

いくが数週間ウ

イルスを排泄し

ているので注意

が必要） 

嘔気／嘔吐、下痢（乳幼児

は、黄色より白色調である

ことが多い） 

発熱、合併症として、脱水、

けいれん、脳症、肝炎 

嘔吐・下痢等の症状が治ま

り、普段の食事ができるこ

と 

13 

ヘルペス性菌内口

内炎（単純ヘルペ

ス感染症） 

2日～2週間  口内炎症 
症状が改善し，元気であれ

ば登園可能 

14 

と び ひ 

（伝染性膿疹・ 

皮膚化膿症） 

2日～10日 水疱消滅まで 

主として豆つぶ大の水痘。

かゆみ 

 

発疹が乾燥し，ガーゼでお

おえるようになってから

（直接接触により感染。登

園が許可されてもプール，

水遊びは治るまで控える） 

15 
水いぼ 

（伝染性軟属腫） 
14～50日  球状のいぼ 

登園が許可されても白い

かゆ状の内容物によって

感染するのでプール，水遊

びは治るまで 

控える 
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